
（平成２３年１２月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認長野地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

長野厚生年金 事案 1161 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 62 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年５月 31日から同年６月１日まで 

昭和 60年１月４日から 62年５月 31日までの期間、Ａ社に勤務したにも

かかわらず、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

保険料控除が確認できる給与明細書を所持しているので、記録を訂正し

てほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人が所持する給与明細書によると、申立人は、Ａ

社に昭和 62 年５月 31 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、当該給与明細書において確認

できる保険料控除額から、20万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 62 年６月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年５月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の

資格喪失日として届け、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料

についての納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



長野厚生年金 事案 1162 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び申立期間②のうち、昭和 50 年 11 月１日から 52

年６月１日まで及び同年７月１日から同年 10 月１日までについて、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、

49 年 11 月から 51 年７月までは９万 2,000 円、同年８月から 52 年５月まで

及び同年７月から同年９月までは９万 8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年 11月から 50年 10月まで 

② 昭和 50年 11月から 52年９月まで 

 Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間における厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の報酬月額よりも低く記録されている。 

申立期間の標準報酬月額を適正な記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①については、Ａ社の元取締役は、｢いつ頃からかは分からない

が、Ａ社では昭和 55 年頃まで、私を含めた従業員に係る厚生年金保険の標

準報酬月額について不適正な届出を行い、届け出た標準報酬月額に見合う

保険料よりも高い保険料を継続的に給与から控除していたようである。申

立期間当時、社会保険事務所（当時）への届出は事業主が行っていた。｣と

証言している。 

また、当該元取締役から提出された昭和 50 年 12 月分給与計算表、51 年

分源泉徴収簿兼賃金台帳、元同僚から提出された 48 年７月から 54 年９月

までの給与明細書及び 50 年分、51 年分源泉徴収票によると、申立期間①

に被保険者記録が確認できる多数の同僚について、給与から控除された保

険料が、オンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料の約 1.1 倍から約

3.3 倍であることが確認できることから、当該期間当時、当該事業所にお

いては、恒常的にオンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料よりも高



 

い額の保険料を給与から控除していた状況がうかがえる。 

さらに、上記の給与計算表等によると、申立人は、申立期間①において

オンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料の約 1.5 倍の保険料（標準

報酬月額９万 2,000 円に基づく保険料に相当）を給与から控除されている

ことが確認できる。 

加えて、複数の元同僚は、｢申立人は、病欠することも無く、退社するま

でずっと同じように勤務し、残業も行っていた。｣と証言しており、ほかに

当該期間において申立人の給与支給額が減額される特段の事情はうかがえ

ない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、その主

張する標準報酬月額（９万 2,000 円）に基づく厚生年金保険料を給与から

控除されていたことが認められる。 

申立期間②のうち、昭和 50年 11月から 52 年５月までの期間及び同年７

月から同年９月までの期間については、Ａ社の元取締役から提出された 50

年 12 月分給与計算表及び 51 年分、52 年分源泉徴収簿兼賃金台帳により、

申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額（50 年 11 月か

ら 51 年７月までは９万 2,000 円、同年８月から 52 年５月まで及び同年７

月から同年９月までは９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を給与から

控除されていたことが確認できる。 

なお、申立人の申立期間①及び申立期間②のうち、昭和 50 年 11 月から

52 年５月までの期間及び同年７月から同年９月までの期間に係る保険料の

事業主による納付義務の履行については、上記の給与計算表等において確

認又は推認できる給与支給額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と、

オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、

事業主は、給与計算表等において確認又は推認できる給与支給額又は保険

料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所

は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、昭和 52 年６月については、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づく記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなるところ、上記の 52 年分源泉徴収簿兼賃金台帳に記載された同年６

月の報酬月額（７万 6,000 円）は、オンライン記録の標準報酬月額（７万

6,000 円）と一致していることから、特例法による保険給付の対象に当た

らないため、あっせんは行わない。 



長野厚生年金 事案 1163 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の申立期間の標準賞与額に係る記録を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： 平成 20年７月 18日 

Ａ社から平成 20 年７月 18 日に賞与を支給され、厚生年金保険料を控除

されている。 

しかし、厚生年金保険の記録では、当該賞与支給に係る記録が無いため、

申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された賞与明細表により、申立人は、申立期間において、

その主張する標準賞与額（３万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が、申立期間当時、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険

者賞与支払届の提出を失念したとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、当該届書を提出していることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく当該保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



 

長野厚生年金 事案 1164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成４年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月 31日から同年 11月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日が平成４年 10 月 31 日

とされているが、同年 10月 31日まで仕事をしていた。 

雇用保険の離職日も同日とされているので、厚生年金保険の被保険者資

格喪失日を同年 11月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における離職日は、平成４年 10

月 31日とされており、申立期間において、申立人が当該事業所に勤務して

いたことが認められる。 

また、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（平成８年４月１日）以前に、厚生年金保険被保険者資格を

月の末日に喪失している者は、申立人を除いて６人いるが、このうち、雇用

保険の記録が確認できた４人は、いずれも離職日の翌日がオンライン記録の

被保険者資格喪失日（月の末日）と一致していることが確認できる。 

さらに、Ａ社の後継会社であるＢ社は、「申立人の資格喪失日については、

本来、平成４年 11 月１日とするべきところを、何らかの手違いにより、同

年 10月 31日としてしまった可能性がある。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、平成４年 10月の社会保険事

務所（当時）の算定記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間当時の資料が無く不明と回答しているが、事業主が資格喪

失日を平成４年 11月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年 10月 31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同

日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年 10月の保険料についての納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

長野厚生年金 事案 1165 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び申立期間②のうち、平成 12 年６月 17 日から同

年７月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を 59万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年 10月から 11年９月まで 

② 平成 12年６月から同年９月まで 

③ 平成 13年７月から 14年６月まで 

私が所持しているＡ社（申立人の厚生年金保険の適用は、親会社である

Ｂ社）及びＣ社の給与明細書における給与総支給額及び厚生年金保険料控

除額に見合う標準報酬月額と年金事務所に記録されている標準報酬月額が

相違しているので、申立期間の標準報酬月額を実際の給与額及び厚生年金

保険料額に見合う額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び申立期間②のうち、平成 12 年６月については、申立人が所

持している給与支給明細書により、申立人は、当該期間において、その主張

する標準報酬月額（59 万円）に基づく厚生年金保険料を給与から控除されて

いることが確認できる。 

また、商業登記簿により、申立人は、申立期間①当時、Ａ社の代表取締役

に就任していることが確認できるところ、ⅰ）当時の同社に係る社会保険事

務は、親会社のＢ社が行っていたこと、ⅱ）Ｂ社が保管している人事記録に

よると、申立人は、同社の一般の管理職であり、Ａ社に代表取締役として在

籍出向していたことが確認できること、及びⅲ）複数の元同僚は、「申立人

は、雇われ社長であったので、社会保険や経営についての権限は有していな



い。」と証言していることから、申立人は、自らの報酬実態と標準報酬月額

の記録が相違することについて知らなかったものと判断される。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得確認及び標準報酬決定通知書によると、申立人の同社における被保険者資

格取得時（平成 10 年 10 月１日及び 12 年６月 17 日）の報酬月額は、申立期

間①が 23 万 7,200 円、申立期間②が 11 万円と記載されていることから、事

業主が当該金額を報酬月額として社会保険事務所（当時）に届け出ており、

その結果、社会保険事務所は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づく記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の給与額のそれぞれに見合う標準報酬月

額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

申立期間②のうち、平成 12 年７月から同年９月までの期間については、申

立人が所持している給与支給明細書により、申立人は、当該期間において、

59 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除されているこ

とが確認できるものの、当該期間の給与額（10 万 8,820 円）に見合う標準報

酬月額（11 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが

確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

申立期間③については、上記の給与支給明細書により、申立人は、平成 13

年７月から同年９月までは 11 万円、同年 10 月から 14 年３月までは 10 万

4,000 円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除されている

ことが確認できるものの、当該期間の給与額（10 万円）に見合う標準報酬月

額（９万 8,000 円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していること

が確認できるとともに、同年４月から同年６月までは、オンライン記録の標

準報酬月額（９万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を給与から控除されて

いることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 


